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受付期間　１月 15 日㈭～２月 16 日㈪
（土・日曜日、祝日を除く）

■十和田市　　　　  　　　　問管財課☎51 6714
　市が実施する競争入札などに参加を希望するかた
は、次により申請してください。
　「建設工事」は毎年申請が必要です。「測量・建設コ
ンサルタント等」および「物品等」は、平成 27・28 年
度の 2カ年にわたる参加資格の受け付けとなります。

▼提出書類　市指定様式ほか

▼申請区分と有効年度
　①建設工事＜平成 27 年度＞
　②測量・建設コンサルタント等＜平成 27・28 年度＞
　③物品等（製造・売買・修繕・印刷・委託・賃貸借・
　　除雪など）＜平成 27・28 年度＞

■十和田地域広域事務組合　問総務課☎⑳ 8100

▼提出書類　統一様式または組合指定様式

▼申請区分と有効年度
①物品の製造請負、売買または役務提供等
　＜平成 27 年度＞
②建設工事および測量・建設コンサルタント等
　＜平成 27・28 年度＞
※①は中間年の受け付けとなりますので、平成 26 年
　に申請済みのかたは必要ありません。

■十和田地区環境整備事務組合 問総務係☎552178

▼提出書類　統一様式または組合指定様式

▼申請区分と有効年度
①物品および建設コンサルタント等
　＜平成 27・28 年度＞
②建設工事＜平成 27 年度＞
※②は中間年の受け付けとなりますので、平成 26 年
　に申請済みのかたは必要ありません。

■十和田地区食肉処理事務組合 問庶務係☎㉓7321

▼提出書類　統一様式または組合指定様式

▼申請区分と有効年度　
①物品および測量・建設コンサルタント等
　＜平成 27・28 年度＞
②建設工事＜平成 27 年度＞

指名競争入札等参加資格審査申請書受け付け

　提出要領および各指定様式などは、各団体のホー
ムページからダウンロードできます。
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国民健康保険（70 歳未満のかた）の高額療養費の
自己負担限度額が改正されます

区　分 総所得
金額等① ３回目まで ４回目

以降②

上位所得者 600 万円超 150,000 円＋（医療費
－ 500,000 円）×１％ 83,400 円

一　般 600 万円以下 80,100 円＋（医療費－ 267,000 円）×１％ 44,400 円

住民税非課税世帯 35,400 円 24,600 円

区　分 総所得
金額等① ３回目まで ４回目

以降②

上位所得者
901 万円超 252,600 円＋（医療費

－ 842,000 円）×１％ 140,100 円

600 万 円 超
901 万円以下

167,400 円＋（医療費
－ 558,000 円）×１％ 93,000 円

一　般

210 万 円 超
600 万円以下

80,100 円＋（医療費
－ 267,000 円）×１％ 44,400 円

210 万円以下 57,600 円 44,400 円

住民税非課税世帯 35,400 円 24,600 円

　70 歳未満のかたの高額療養費の自己負担限度額が、
平成 27 年 1 月診療分から、所得に応じて従来の３区
分から５区分に見直されます。
※ 70 歳以上のかたの自己負担限度額は変わりません。

改正前（平成 26年 12月診療分まで＜３区分＞月額）

改正後（平成 27年１月診療分から＜５区分＞月額）

①国保の保険税の算定の基礎となる基礎控除後の所得金額
②過去 12 カ月間に、同世帯で高額療養費の支給が 4回以上あった場合

問国民健康保険課☎51 6750
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